
公開質問状 
 
｢東京都大気汚染医療費助成制度｣にかかる質問 
 
 石原前都知事辞任を受けて行われる東京知事選挙に立候補なされた皆様に 
お伺いいたします。 
 
 2008 年から実施されている｢東京都大気汚染医療費助成制度｣は、東京都に居住する全て

の喘息患者の医療保険本人負担分を全額助成する全国に先駆けた画期的な制度です。 
この制度は、東京の大気汚染公害被害者（喘息・慢性気管支炎・肺気腫の患者）633 名(内

108 名が裁判中に亡くなる)が、大気汚染をなくすことと全ての被害者救済を求めて道路管

理者(国・東京都・首都高速道路会社)とトヨタ自動車をはじめとするディーゼル自動車メー

カー（トヨタ・日産・三菱・マツダ・日産ディーゼル・いすゞ・日野）を被告として 1996
年から 11 年間の裁判を行う中で東京高裁での「和解勧告」に基づき創設されました。 
国が公害健康被害補償法の新規認定を打ち切った1988年以降も大気汚染状況は改善され

ず、ぜん息等の病気になってもなんら補償のない未救済（未認定）患者は増え続け、高額

な医療費を払えずに治療も受けられない中、病状は悪化の一途をたどり、入退院のくりか

えしのなかで職を失い、最後は生活保護に頼らざるを得ない深刻な状況に追い込まれてい

く患者が多くいます。こうした中で 18 歳までの全ての大気汚染患者を救う制度に加えて始

まった｢東京都大気汚染医療費助成制度｣は、18 歳以上の大気汚染被害者のうち喘息患者に

限って医療費本人負担を全額助成するものですが、毎月 700 名を超す 18 歳以上の多くの患

を救い続けており、10 月末現在で約 7 万 2 千人と増加を続けています。 
 ぜん息の根本的な原因は気道の炎症であり、子どもの時発症した場合場は治ることもあ

りますが、大人になって発症した場合はほとんど治ることがありません。 
しかし、吸入ステロイドの治療によって状態をコントロールすることで症状の悪化を防

ぎ、高額医療費負担となる入院や死亡に至らない安定した状態を保つことが出来ます。 
 東京都のように医療費を助成し、安心して治療を続ける環境を整えることが、症状の改

善に有効であることは、日本医学会も東京都も認めているところです。 
 こうした中東京都は、2013 年 8 月以降に現行制度の見直しの検討を始めるとしています

が、候補者におかれては今後の制度のあり方をどのようにお考えでしようか。 
  12 月 4 日までに文章でご回答いただきますよう、よろしくお願いいたします。 
  

東京公害患者と家族の会会長 西順司 


